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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月18日(2019.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　臓器のコンピューターモデルの患者に特異的なライブラリを生成するためのコンピュー
ティングシステムによって実行される方法であって、前記方法は：
　複数の患者の各々について、
　前記患者の臓器の特徴を評価する工程と；
　前記患者の臓器の特徴に基づいて、前記患者の臓器の患者に特異的なコンピューターモ
デルを生成する工程と；
　前記患者の臓器の患者に特異的なコンピューターモデルを用いて、前記患者の臓器の
　電気的な活性化の表現を生成する工程と；
　前記患者の電気的な活性化の表現を前記患者に特異的なライブラリに記憶する工程と、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記臓器は心臓であり、前記心臓の特徴は不整脈の位置である、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記位置は心臓のローターと関連する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記位置は心臓のフォーカルソースと関連する、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも一部の患者について、可能性のある不整脈の複数の位置に基づいて、前記患
者の心臓の電気的な活性化の複数の表現を生成する工程を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　患者の前記心臓の電気的な活性化の表現は心電図である、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　特徴は患者の前記心臓の解剖学的特徴である、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　患者のコンピューターモデルは、前記心臓の特徴に基づく三次元メッシュおよび前記三
次元メッシュにマッピングされた電気的な活性化の源のマップを含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項９】
　前記患者に特異的なライブラリはクラウドベースのシステムに記憶される、請求項２に
記載の方法。
【請求項１０】
　クラウドベースのシステムへのゲートウェイを介して前記クラウドベースのシステムに
提供される標的患者の前記心臓の電気的な活性化の表現に基づいて、前記標的患者の不整
脈の位置を特定する工程をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　標的患者の前記心臓の電気的な活性化の表現と前記患者に特異的なライブラリの電気的
な活性化の表現との比較に基づいて、前記標的患者の不整脈の位置を特定する工程をさら
に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１２】
　前記電気的な活性化の表現と、同じ不整脈の位置を有する患者から収集された電気的な
活性化の表現とを比較することによって、不整脈の位置に基づいて生成されたコンピュー
ターモデルを使用して生成される電気的な活性化の表現を検証する工程をさらに含む、請
求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　標的患者の臓器内の異常なパターンの源の位置を特定するためのコンピューターモデル
のライブラリを生成するためのコンピューティングシステムであって、前記コンピューテ
ィングシステムは：
　一つ以上のプロセッサと；
　命令を記憶する１つ以上のメモリと、
を含み、
　前記命令は、１つ以上のプロセッサによって実行される場合、臓器の特徴の複数のセッ
トの各々について：
　　異常なパターンの源の位置を含む前記臓器の特徴のセットに基づいて前記臓器のコン
ピューターモデルを生成すること；
　　前記臓器の前記コンピューターモデルを使用して前記臓器の電気的な活性化の表現を
生成すること；および、
　　前記臓器の電気的な活性化の表現および前記特徴のセットの指示を前記ライブラリに
記憶すること、を含む操作を引き起こす、コンピューティングシステム。
【請求項１４】
　前記臓器は心臓であり、前記異常なパターンは不整脈であり、および、前記心臓の電気
的な活性化の表現は心電図である、請求項１３に記載のコンピューティングシステム。
【請求項１５】
　特徴のセットは患者に特異的であり、前記特徴のセットに基づいて生成されるコンピュ
ーターモデルは患者に特異的である、請求項１４に記載のコンピューティングシステム。
【請求項１６】
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　特徴のセットは患者に特異的ではない、請求項１４に記載のコンピューティングシステ
ム。
【請求項１７】
　特徴は前記標的患者の心臓の解剖学的特徴である、請求項１４に記載のコンピューティ
ングシステム。
【請求項１８】
　患者のコンピューターモデルは、心電図がマッピングされる前記心臓の三次元メッシュ
を含み、ここで、前記コンピューターモデルは前記ライブラリに記憶される、請求項１４
に記載のコンピューティングシステム。
【請求項１９】
　前記ライブラリはクラウドベースのシステムに記憶される、請求項１４に記載のコンピ
ューティングシステム。
【請求項２０】
　前記ライブラリはクラウドベースのシステムに記憶され、前記命令は、前記クラウドベ
ースのシステムへのゲートウェイを介して前記クラウドベースのシステムに提供される標
的患者の心電図に基づいて、前記標的患者の不整脈の位置を特定するための命令をさらに
含み、前記不整脈の位置は、前記ライブラリの心電図と前記標的患者の心電図との比較に
基づいて特定される、請求項１４に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２１】
　前記ライブラリはクラウドベースのシステムに記憶され、前記命令は、前記クラウドベ
ースのシステムへのゲートウェイを介して前記クラウドベースのシステムに提供される電
気的な活性化の表現に基づいて、標的患者の前記臓器内の異常なパターンの源の位置を特
定するための命令をさらに含み、前記位置は、前記ライブラリの電気的な活性化の表現と
前記標的患者の電気的な活性化の表現との比較に基づいて特定される、請求項１３に記載
のコンピューティングシステム。
【請求項２２】
　前記電気的な活性化の表現と異常なパターンの同じ源の位置を有する患者から収集され
る電気的な活性化の表現とを比較することによって、異常なパターンの源の位置に基づい
て生成されたコンピューターモデルを使用して生成される電気的な活性化の表現を検証す
るための命令をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２３】
　標的患者の心臓内の不整脈の可能性のある源の位置を特定するためのコンピューティン
グシステムであって、前記コンピューティングシステムは：
　１つ以上のプロセッサと；
　命令を記憶する１つ以上のメモリと、
を含み、
　前記命令は、前記１つ以上のプロセッサによって実行される場合、
　　心臓内の不整脈の源の位置と関連する心電図を含むライブラリを評価すること；
　　前記標的患者の心電図を受信すること；および、
　　前記標的患者の心電図と一致する１つ以上の心電図を求めてライブラリを検索するこ
と；
　　一致する心電図に関連する源の位置を、前記標的患者の可能性のある源の位置として
指定すること、
を含む操作を引き起こす、コンピューティングシステム。
【請求項２４】
　心電図は、前記心臓の物理的特徴にさらに関連し、検索するための命令は、前記心電図
に関連する物理的特徴と一致する前記標的患者の物理的特徴に基づいて、前記ライブラリ
の心電図のフィルタ処理されたセットをさらに特定し、および前記標的患者の心電図に一
致する前記フィルタ処理されたセットの１つ以上の心電図を特定する、請求項２３に記載
のコンピューティングシステム。
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【請求項２５】
　前記ライブラリの心電図は、心臓の特徴のセットに基づいて生成されるコンピューター
モデルに由来する、請求項２３に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２６】
　前記コンピューターモデルは、患者に特異的なコンピューターモデルを含む、請求項２
５に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２７】
　前記コンピューターモデルは、患者に非特異的なコンピューターモデルを含む、請求項
２５に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２８】
　特徴は前記標的患者の心臓の解剖学的特徴である、請求項２５に記載のコンピューティ
ングシステム。
【請求項２９】
　前記ライブラリは、各心電図について、前記心電図が生成されるコンピューターモデル
を含み、コンピューターモデルは心臓の物理的特徴に基づいて生成される三次元メッシュ
を含み、ここで、コンピューターモデルは前記ライブラリに記憶され、各心電図は、前記
心電図が生成される前記コンピューターモデルに関連する、請求項２５に記載のコンピュ
ーティングシステム。
【請求項３０】
　前記命令は源の位置でコンピューターモデルを生成する命令をさらに含む、請求項２９
に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３１】
　前記ライブラリはクラウドベースのシステムに記憶される、請求項２３に記載のコンピ
ューティングシステム。
【請求項３２】
　前記ライブラリはクラウドベースのシステムに記憶され、前記命令は、前記クラウドベ
ースのシステムへのゲートウェイを介して前記クラウドベースのシステムに提供される前
記標的患者の心電図を受信するための命令をさらに含む、請求項２３に記載のコンピュー
ティングシステム。
【請求項３３】
　前記命令は、アブレーション処置を誘導するために、指定された可能性のある源の位置
の指示を出力するための命令をさらに含む、請求項２３に記載のコンピューティングシス
テム。
【請求項３４】
　前記位置は心臓のローターに関連する、請求項２３に記載のコンピューティングシステ
ム。
【請求項３５】
　前記位置は心臓のフォーカルソースに関連する、請求項２３に記載のコンピューティン
グシステム。
【請求項３６】
　標的患者の臓器内の異常なパターンの可能性のある位置を特定するための１つ以上のコ
ンピューティングシステムによって実行される方法であって、前記方法は：
　前記臓器の電気的な活性化の表現を含むライブラリを評価する工程であって、前記表現
は前記臓器内の異常なパターンの位置に関連する、工程と；
　前記標的患者の臓器の電気的な活性化の表現を受信する工程と；
　前記標的患者の電気的な活性化の表現と一致する１つ以上の電気的な活性化の表現を求
めて前記ライブラリを検索する工程と；
　一致する電気的な活性化の表現と関連する前記位置を、前記標的患者の異常なパターン
の可能性のある位置として指定する工程と、
を含む、方法。
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【請求項３７】
　前記臓器は心臓であり、前記電気的な活性化の表現は心電図であり、および前記異常な
パターンは不整脈である、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記心電図は、心臓の物理的特徴を有する心電図にさらに関連し、ここで、検索する工
程は、前記心電図に関連する前記物理的特徴と一致する前記標的患者の物理的特徴に基づ
いて、前記ライブラリの心電図のフィルタ処理されたセットを特定すること、および前記
標的患者の心電図に一致するフィルタ処理されたセットの１つ以上の心電図を特定するこ
とをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記電気的な活性化の表現は、前記臓器の特徴のセットに基づいて生成されるコンピュ
ーターモデルに由来する、請求項３６に記載の方法。
【請求項４０】
　ライブラリはクラウドベースのシステムに記憶され、前記クラウドベースのシステムへ
のゲートウェイを介して前記標的患者の臓器の電気的な活性化の表現を受信する工程をさ
らに含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項４１】
　医療処置を誘導するために指定された可能性のある源の位置の指示を出力する工程をさ
らに含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項４２】
　前記医療処置はアブレーション処置である、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　異常なパターンの除去が有益であるかどうかを判定するために前記可能性のある位置に
基づかないコンピューターモデルを生成する工程をさらに含む、請求項３６に記載の方法
。
【請求項４４】
　前記コンピューターモデルは複数のコンピューターモデルから生成される複合モデルで
ある、請求項４３に記載の方法。
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